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次の感染拡大に向けた安心確保のための取組の全体像 
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新型コロナウイルス感染症対策本部決定 

 

基本的考え方 

〇 ワクチン、検査、治療薬等の普及による予防、発見から早期治療まで

の流れをさらに強化するとともに、最悪の事態を想定して、次の感染

拡大に備える。 

〇 このため、デルタ株への置き換わりなどによる今夏のピーク時にお

ける急速な感染拡大に学び、今後、感染力が２倍となった場合にも対

応できるよう、医療提供体制の強化、ワクチン接種の促進、治療薬の確

保を進める。 

〇 こうした取組により、重症化する患者数が抑制され、病床ひっ迫が

これまでより生じにくくなり、感染拡大が生じても、国民の命と健康

を損なう事態を回避することが可能となる。今後は、こうした状況の

変化を踏まえ、感染リスクを引き下げながら経済社会活動の継続を可

能とする新たな日常の実現を図る。 

〇 その上で、感染力が２倍を大きく超え、例えば感染力が３倍となり、

医療がひっ迫するなど、それ以上の感染拡大が生じた場合には、強い

行動制限を機動的に国民に求めるとともに、国の責任において、コロ

ナ以外の通常医療の制限の下、緊急的な病床等を確保するための具体

的措置を講ずる。 

 

１．医療提供体制の強化 

（１）病床の確保、臨時の医療施設の整備 

○ 入院を必要とする者が、まずは迅速に病床又は臨時の医療施設等に

受け入れられ、確実に入院につなげる体制を整備する。 

今夏の各都道府県のピーク時においては最大約 2.8 万人の入院が必

要となったが、今後、感染力が２倍となった場合にも対応できるよう、

ワクチン接種の進展等による感染拡大の抑制効果等も勘案しつつ、今

夏と比べて約３割増（約１万人増）の約 3.7 万人が入院できる体制を

11 月末までに構築する。 



 

（２）自宅・宿泊療養者への対応 

○ 都道府県の推計では、今後の感染ピーク時における自宅・宿泊療養

者は、約 23 万人と想定されているが、これら全ての方について、陽性

判明当日ないし翌日に連絡をとり、健康観察や診療を実施できる体制

を確保する。 

  このため、従来の保健所のみの対応を転換し、保健所の体制強化の

みならず、オンライン診療・往診、訪問看護の実施等について、医療機

関、関係団体等と委託契約や協定の締結等を推進しつつ、全国でのべ

約 3.2 万の医療機関等と連携し、必要な健康観察・診療体制を構築す

る。 

 

○ さらに、症状の変化に迅速に対応して必要な医療につなげ、また、重

症化を未然に防止する観点から、全ての自宅療養者にパルスオキシメ

ーターを配付できるよう、総数で約 69 万個を確保する。治療薬につい

ても、中和抗体薬・経口薬については、入院に加えて外来・往診まで、

様々な場面で投与できる体制を全国で構築する。さらに、経口薬につ

いては、かかりつけ医と地域の薬局が連携することで、患者が薬局に

来所しなくても手に入れることができるような環境作りを支援する。 


